
●【許可申請の流れ】 

 

広告物の掲出又は設置予定 

五島市建設課都市計画係へ相談 

許可の必要性 

屋外広告物許可申請書提出 

（様式第１号及び各々の広告物が

確認できる図面及び写真） 

正・副の２部提出 

許可を要せず設置可能 

審査 

手数料の納付 

一定の期間による許可 

是正指導 

屋外広告物更新許可申請書 

（様式第２号及び各々の広告物が

確認できる図面及び写真） 

正・副の２部提出 

不要 

必要 

※１ 

※１ 

許可を要せず設置可能な場合は、別掲示資

料「●【適用除外】許可を要しない場合」

を参照してください。 

※２ 

審査の後、市で手数料を算定し、納付書を

送付いたしますので、納付書で収めてくだ

さい。 

※２ 

※３ 

※３ 

一定の期間とは、広告物の種類により許可

の期間が、３年以内、３月以内、１月以内

と別れています。 

不適正 

適正 

再審査 


